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平成３０年第２回上富田町議会定例会会議録 

（第３日） 

○開会期日  平成３０年６月１５日午前９時２７分 

─────────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

─────────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  山 本 哲 也        ２番  正 垣 耕 平 

      ３番  家根谷 美智子        ４番  大 石 哲 雄 

      ５番  中 井 照 恵        ６番  吉 本 和 広 

      ７番  田 上 明 人        ８番  松 井 孝 恵 

      ９番  樫 木 正 行       １０番  九 鬼 裕見子 

     １１番  山 本 明 生       １２番  木 本 眞 次 

─────────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

─────────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  森 岡 真 輝  局 長 補 佐  樫 山 裕 子 

─────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 奥 田   誠  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 十 河 貴 子 

総務政策課長 水 口 和 洋  総 務 政 策 課 

企 画 員 
笠 松 昭 宏 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
中 島 正 博  総 務 政 策 課 

企 画 員 
平 尾 好 孝 

住民生活課長 原   宗 男  住 民 生 活 課 

企 画 員 
栗 田 信 孝 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
瀬 田 和 哉  住 民 生 活 課 

企 画 員 
宮 本 真 里 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
木 村 陽 子  産業建設課長 菅 谷 雄 二 

産 業 建 設 課 

企 画 員 
三 浦   誠  税 務 課 長 橋 本 秀 行 
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税務課企画員 芦 口 正 史  上下水道課長 川 口 孝 志 

教 育 委 員 会 

総 務 課 長 
家 髙 英 宏 

 教 育 委 員 会 

総 務 課 学 校 

給食センター 

所 長 

中 松 秀 夫 

教 育 委 員 会 

生涯学習課長 
上 堀 公 嗣    

 

─────────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 一般質問 

  日程第 ２ 報告第１２号 平成３０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

              （第１号） 

  日程第 ３ 報告第１３号 平成３０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補 

               正予算（第１号） 

  日程第 ４ 報告第１４号 平成３０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補 

               正予算（第１号） 

  日程第 ５ 議案第４９号 上富田町税条例等の一部を改正する条例 

  日程第 ６ 議案第５０号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ７ 議案第５１号 上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

               る基準を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第 ８ 議案第５２号 上富田町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

  日程第 ９ 議案第５３号 町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１０ 議案第５４号 平成３０年度上富田町一般会計補正予算（第１号） 

  日程第１１ 議案第５５号 上富田町教育委員会教育長の任命について 

  日程第１２ 議案第５６号 上富田町朝来財産区管理会委員の選任について 

  日程第１３ 議案第５７号 上富田町朝来財産区管理会委員の選任について 

  日程第１４ 議案第５８号 上富田町朝来財産区管理会委員の選任について 

  日程第１５ 決議第 １号 ２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議 

  日程第１６        議員の派遣の件について 

  日程第１７        委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出 

               について 
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△開  会  午前９時２７分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成３０年第２回上富田町議会定例会第

３日目を開会いたします。 

  本日も上着をとっていただいて結構かと思います。当局の方も上着をとっていただい

て結構です。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１ 一般質問 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、発言を許します。 

  ７番、田上明人君。 

  田上君の質問は分割方式です。 

  質問を許可します。 

  まず、鳥獣被害およびその対策についての質問を許可いたします。 

○７番（田上明人） 

  改めまして、おはようございます。 

  田上明人です。通告に従って一般質問をします。 

  ４月の議会議員選挙では、多くの人々のご支持をいただき、初当選することができま

したことを、この場をおかりしましてお礼申し上げます。ありがとうございました。上

富田町のために頑張る所存ですので、よろしくお願いいたします。 

  初めての一般質問で緊張しております。お聞き苦しい点もあろうかと思いますが、ご

容赦お願いいたします。 

  鳥獣被害および対策についてお伺いいたします。 

  近年の鳥獣被害は目に余るものがあり、シカによる柑橘、枝、梅の食害、イノシシに

よる田の畦畔及び畑、のり面の掘り起こしなど、猿等による収穫前の稲穂、野菜、果物

への食害と被害を挙げれば切りがありません。 

  そこで、質問いたします。 

  １年間の被害額はどのくらいあるのか。また、町独自の対策は実施しているのか。そ
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の効果についてはどうか。猟友会の猟銃所有者の増減についてはどうか。わな免許取得

者についてはふえているのか。耕作放棄地及び富田川河川内の草竹木の繁茂する場所を

すみかとするけもの対策についてはどうか。耕作放棄地等にけものの隠れる場所がなけ

ればすみかにはならないので、草刈り等の指導を所有者、管理者に働きかけているのか。 

  田辺市平瀬地区や白浜町日置、安居地区のようにまとまった地域を単位として、その

地域全体に耕地と山林の境にネットフェンス等を設置し、山林側に緩衝帯としての空き

地をつくることの検討はできないか。 

  猿の捕獲には地獄おりが有効な手段と聞いております。このオリは猿のグループごと

捕獲するもので、ぜひ設置の検討をしてもらいたいと考えます。 

  以上で、この項について質問を終わります。 

○議長（大石哲雄） 

  答弁願います。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。 

  ７番、田上議員のご質問にお答えいたします。 

  鳥獣被害及び対策についてのご質問ですが、このご質問は、全国的に市町村が抱えて

いる問題となっております。農業、林業の高齢化や担い手不足の状態であり、またこれ

に伴い、耕作放棄地がふえる状況となっております。また、鳥獣対策の大きな柱であり

ます猟友会の方々におきましても、同じく高齢化や会員の減少が大きな問題となってお

ります。この鳥獣被害につきましては、被害地の鳥獣の捕獲を猟友会の方々にお願いし

ており、現状では一定の実績を上げております。 

  また、農地や農作物を守るために県単事業の防護柵の補助を利用していただいたり、

町の農業振興協議会でも防護柵の補助を実施しているところでございます。 

  今後も、農業者の意見を聞き、鳥獣被害の防止にできるだけ取り組んでいきたいと考

えております。 

  この質問の詳細につきましては、担当より説明をさせますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課長、菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  おはようございます。 

  ７番、田上議員さんのご質問にお答えいたします。 
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  まず、１番目の１年間の被害はどのぐらいかのご質問ですが、まず届け出によります

被害額につきましては１２８万２，０００円となっております。町内全ての被害につい

て報告を受けたものではないことから、今申し上げました被害額は限定的なものである

ことをご容赦いただきたいと思います。 

  また、参考にですけれども、ＪＡ紀南のほうによりまして、農業者に対しまして鳥獣

害の調査を毎年実施しております。この調査によりますと、平成２９年の暦年ベースで

各種のデータがございますので、少し報告させていただきます。 

  まず、獣類につきましては、イノシシが約４１％、シカにつきましては２５％となっ

ております。被害の作物別では、かんきつが４０％、梅が３２％、水稲が２２％となっ

ております。 

  続きまして、２番目の町独自の対策を実施しているのか。また、その効果についてご

質問がございます。これにつきましては、町単独事業につきましては、農業振興協議会

の事業としまして、鳥獣害の対策の補助を実施してございます。これにつきましては、

１戸でも実施できるとしてございます。設置に係る資材費の費用、３分の１を町のほう

で負担している状況です。 

  事業費の上限、全体で２０万を上限としております。補助の上限を３分の１ですので

６万６，０００円としてございます。２９年の実績で３０件の５０万７，０００円とな

っております。主なものにつきましては、ネット、ワイヤーメッシュ、電柵の費用とな

ってございます。防護柵の設置をされた方につきましては、鳥獣害の被害が減少したと

聞いておりますので、一定の効果が出ていると判断しております。 

  続きまして、３番ですけれども、猟友会の猟銃所有者の増減についてですが、２９年

度の猟友会の会員の方は５７名、銃砲の所有者は３６名となっております。銃砲の分に

つきましては、４年前と比較しまして７名の減となっております。 

  会員におかれましても、高齢のために銃砲を返却して―所持許可のほうですけれど

も、返却して、鉄砲からわなのほうに移行される会員の方もおられます。 

  続きまして、４番目の質問ですけれども、わな取得者について、ふえているのかとい

う質問ですが、平成２９年度３７名となっております。４年前と比較して、増減につき

ましては２名の、微増ではございますけれども、農家さん独自で狩猟免許を取得されて

いる方もございますので。 

  続きまして、５番目の耕作放棄地及び富田川河川内の草や竹、木の繁茂する場所をす

みかとする獣対策についてどうかというご質問ですけれども、耕作放棄地につきまして

は、獣害のすみかの問題にかかわらず、その他の複合的な問題を抱えておりますので、

農業委員会の所管する業務におきまして、毎年８月の農地パトロールを実施しまして、
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確認された放棄地につきまして、農地の所有者に対して農地の利用意向調査というもの

を実施してございます。それと、雑草の除去をお願いしまして、また耕作の再開をお願

いしております。促している状況です。 

  また、富田川の河川に繁茂する草や竹、潅木につきましては、富田川が県の管理する

河川でありますことから、このことも含めて強く要望してまいりたいと考えてございま

す。 

  ６番目の隠れ場所がなければすみかにならないので、草刈り等の指導を行政として所

有者、管理者に働きかけているのかとのご質問ですけれども、先ほど１つ前のほうにも

ご回答申し上げましたように、放棄地につきましては所有者に対し、また富田川につき

ましては県のほうへ要望してまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  ７番目の質問です。田辺市の平瀬地区や白浜の日置、安居地区のようにまとまった地

域を単位として地域全体について耕地と山地の境にネットフェンスをしき、山林側に緩

衝帯として空き地をつくることができないかとのご質問ですけれども、質問のこのよう

な事業につきましては、国や県の実施している補助事業を活用した事業が近隣の市町村

等にもございます。実施している市町村をいろいろ視察もさせていただいております。

この事業について、実施したい部分がございましたら、ちょっとしたら実施する方向で

は進めていきたいと思っています。 

  ただし、その実施についての問題点があります。まず、実施事業については受益者の

負担があります。また、広範囲に囲う部分がございますので、けもの、イノシシやとか

シカをその中にもう入れた形で囲ってしまうよというような問題も出ているようです。

また、出入り口の施錠とか、何年かたった後のこの柵の補修が必要になってきたりとか、

自分とこの受け持ちの場所の修繕をしない人が出てきて、結局、周辺を囲んだけれども

その管理していないところから侵入されるよという問題が出ているようです。 

  このような問題も含めまして、先ほどもお話ししましたように、実施したい地区がご

ざいましたら、受益負担が大きな問題にはなりますけれども、ちょっとしたら県や国の

ほうへ働きかけていきたいと考えております。 

  続きまして、８番目としまして、猿の捕獲、有効な手段として地獄おりが有効と聞い

ております。このおりは猿のグループを丸ごと捕獲できると。ぜひ取り組んでいただけ

ないかというご質問ですけれども、以前、私も田辺市の本宮町で実施された部分を見て

きております。このときに生馬の下谷地区も大きな被害がございましたので、この地区

で実施できないかということで検討したことがございます。ただ、大きなオリですので、

オリを設置している間、えづけの期間があります。えさをおりの中において猿が来る状

況を、ちょっとえさをつけてそこへ出入りさせるという期間がございます。ただ、この
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期間において周辺の農地、隣接の農地等にその猿の被害がかなり及ぶようだと。それと、

大きなおりでありますので、維持管理について猟友会のほうでしてくれんかなというこ

とをお願いさせてもらったんですけれども、ちょっと長期間でもあるし、猟友会として

は難しいよという、そのときは回答をいただきました。 

  今後、猿の被害の状況にもありますけれども、もし大きな被害が出ているようであり

ましたら、設置に向けて、設置の場所とか維持管理に向けて検討していきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  鳥獣被害対策、よろしいですか。 

○７番（田上明人） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  それでは、鳥獣被害及び対策についての質問を終了しまして、次に汗川地区の上水道

についての質問を許可します。 

○７番（田上明人） 

  ありがとうございます。汗川地区の上水道についてお伺いいたします。 

  水道事業は町全体では給水率９９．７％であり、大変な完備率だと喜んでおります。

しかしながら、私が住んでいます汗川地区には上水道が完備されていないところがあり

ます。上大中クリーンセンターから１．２キロメートル上流に高齢のご夫婦と親子の２

世帯が住んでおられます。飲料水については購入し、生活用水は谷川の水と聞いており

ます。 

  そこで、質問いたします。 

  ①の町内の上水道がない地区について、上富田町水道事業給水条例では給水区域は上

富田町一円となっています。この地区は上富田町一円の範囲に入っていると思われるが、

設置できない理由があるのか。 

  ２番、配水計画について、上大中クリーンセンターから１．２キロメートル上流まで

配管計画すれば上水道事業としてコスト面及び技術的に問題はあるのか。上水道を設置

したとすれば飲料水としての塩素濃度とか衛生面は大丈夫なのか。 

  ３番、住民生活における飲料水の確保はインフラ整備の中でも特に重要課題であり、

その点についてほかの支援策はあるのか。 

  以上でございます。 

  これで質問を終わります。ありがとうございました。 
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○議長（大石哲雄） 

  答弁願います。 

  上下水道課長、川口君。 

○上下水道課長（川口孝志） 

  おはようございます。よろしくお願いします。 

  ７番、田上議員さんのご質問にお答えいたします。 

  １番目につきましては、議員ご指摘のとおり、上富田町水道事業給水条例第２条にお

いて、水道事業の給水区域は上富田町一円となってございます。また、汗川地区の上大

中クリーンセンターより上流につきましても、上富田町内ということになりますので、

給水区域となります。 

  水道事業としましては、町内の人口増加や水需要の増加に伴い、昭和５５年に第１次

拡張事業、また昭和６２年に第２次拡張事業を行うため、水道事業の認可変更を行い、

給水区域への水の安定供給を行えるよう事業を実施してございます。この拡張事業を実

施した原因の中にも、町内における高地部の集落の一部や末端給水から距離が離れた宅

地について、水質や水圧の関係から給水のできない地域があるのが現状です。 

  今回の汗川地区の水道管の埋設状況としましては、上大中クリーンセンター前の町道

まで口径５０ミリの水道管が設置されています。この上大中クリーンセンター前の水道

本管から個人宅までの給水管は個人の給水装置となりますので、引き込みに係る費用に

つきましては個人負担により設置していただくことになります。 

  以上、ご理解賜りますようよろしくお願いします。 

  続きまして、２番目のご質問にお答えいたします。 

  上大中クリーンセンターから１．２キロメートル上流までＶＰ４０ミリの配管で道路

に埋設芯３０センチで配管計画をした場合には、コスト面では約７００万円の費用がか

かります。この工事費につきましては個人負担になります。また、技術的には、配水池

から高低差が１９メートルございまして、管の損失水頭を計算しますと、水圧として０．

１４メガパスカルになります。この０．１４メガパスカルでは、家庭の蛇口からは水は

出ますが、水圧としてはかなり低いと考えます。 

  また、飲料水としての塩素濃度などの衛生面につきましても、計算上では末端部で水

道法における残留塩素０．１ミリグラムパーリッターをクリアするものと考えます。た

だし、２世帯のうち１世帯が水道を使用しない場合、例えば旅行等で留守にした場合に

は塩素濃度の低下が考えられます。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 
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  住民生活課長、原君。 

○住民生活課長（原 宗男） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  ７番、田上議員さんのご質問にお答えします。 

  ３の住民生活における飲料水の確保について、ほかの支援策がないかについてでござ

いますが、高齢者の方で介護や健康面での状態により車などに乗れなくなり、またほか

に手段がなくて飲料水等を自分で買いに行くことができなくなったなどありましたら、

要介護、要支援認定を受けていただき、訪問介護などの介護サービスを使っていただく

ことが考えられます。これはホームヘルパーの家事援助により買い物をしてきてもらう

ということになります。それぞれの方の事情があるかと思いますので、高齢者の方で何

かお困りのことがございましたら地域包括支援センターにご相談いただき、ご支援でき

ることはご支援をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいですか。 

○７番（田上明人） 

  はい、結構です。 

○議長（大石哲雄） 

  これで、７番、田上明人君の質問を終わります。 

  これで、一般質問を終了いたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２ 報告第１２号～日程第１０ 議案第５４号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第２ 報告第１２号、平成３０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予

算（第１号）についての件から日程第１０ 議案第５４号、平成３０年度上富田町一般

会計補正予算（第１号）の件まで９件を一括議題といたします。 

  各議案の賛否の際、原則として起立でありますが、樫木議員より挙手の申し出があり

ますので、これを許可します。 

  １０時まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前 ９時５０分 

───────────── 

再開 午前 ９時５８分 

───────────── 
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○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  日程第２ 報告第１２号、平成３０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第

１号）の専決処分の承認を求める件について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  一括でお願いします。 

  １０番、九鬼君。 

○１０番（九鬼裕見子） 

  ７ページの歳入と歳出で質疑をします。 

  歳入のところの一般保有土地売却収入のところと、それから前年度繰上充用金の金額

で２億１，３９６万円となっているのですが、前年度、一昨年との比較でどれだけ減額

になったのか、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課企画員、三浦君。 

○産業建設課企画員（三浦 誠） 

  おはようございます。 

  １０番、九鬼議員さんのご質問にお答えします。 

  ７ページでございました一般土地売却収入の２億１，５３４万６，０００円でありま

すが、今現在、宅地造成事業のほうで所有しています保有土地の売却を予定としており

ます。それに下段にあります繰上充用金、歳出のほうなんですけれども、これは２億１，

３０９万６，０００円なんですけれども、これは前年度からの繰り越しできている分で

ありまして、２８年度でありますと３億７万５，０００円ほどありまして、それが今年

度は約８，７００万ほどの減額という形になってきておる状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 



－ 123 － 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  こをもって討論を終了します。 

  これより報告第１２号、平成３０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１

号）の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第３ 報告第１３号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第３ 報告第１３号、平成３０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事

業補正予算（第１号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第１３号、平成３０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予

算（第１号）の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 
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  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第４ 報告第１４号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第４ 報告第１４号、平成３０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事

業補正予算（第１号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより報告第１４号、平成３０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予

算（第１号）の専決処分の承認を求める件を採決します。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第５ 議案第４９号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第５ 議案第４９号、上富田町税条例等の一部を改正する条例の件につい

て質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第４９号、上富田町税条例等の一部を改正する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第６ 議案第５０号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第６ 議案第５０号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５０号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第７ 議案第５１号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第７ 議案第５１号、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５１号、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第８ 議案第５２号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第８ 議案第５２号、上富田町営住宅管理条例の一部を改正する条例の件

について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 



－ 127 － 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５２号、上富田町営住宅管理条例の一部を改正する条例の件を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第９ 議案第５３号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第９ 議案第５３号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一

部を改正する条例の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ８番、松井君。 

○８番（松井孝恵） 

  ちょっとお尋ねします。 

  これ町長等の給与の減額支給に関する条例の、いわゆる継続というんか、ということ

だと思うんですけれども、ずっと減額で続いているんですけれども、どういう形になっ

たときにもとに戻そうと。いわゆる法令上はこの金額は決まっているわけで、財政のと

かいろいろあろうかと思うんですけれども、もとどおりに、どんな形になったら。住民

がいろいろあるかもしれませんけれども、本来的にはもとに戻すべきだと思っているん

ですが、どうお考えですか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  まずは、松井議員さんのご質問にお答えいたします。 

  私自身、今すぐこのもとどおりの、１０％減額をしている中なんですけれども、今の
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厳しい財政状況を鑑みたときには、まだまださまざまな事業もありますし、私たち管理

職としましては、今のところ増額する予定もありませんし、また実際、今言われており

ます地方議会議員さんの給与を本当に、町議会議員さんの給料も少ないというところも

ありますし、そういうことも鑑みまして、私は引き続き減額でやっていく予定でありま

すので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいですか。 

○８番（松井孝恵） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５３号、町長及び副町長の給与の減額支給に関する条例の一部を改正

する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１０ 議案第５４号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第１０ 議案第５４号、平成３０年度上富田町一般会計補正予算（第１

号）の件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 
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  歳入歳出一括でお願いします。 

  ６番、吉本君。 

○６番（吉本和広） 

  住民から、スポーツサロンのことで、あんなものにお金かけてなどという声が私のと

ころに寄せられています。今回の食育交流センターについては、広報や町政報告会、ま

たパブリックコメント等、いろんな機会に住民に説明したのかお聞かせください。 

○議長（大石哲雄） 

  吉本君、それは一般質問でございまして、この質疑のこの予算書の中のことについて

質疑をしていただきたい。 

○６番（吉本和広） 

  そういう機会を持ったのかというのは。 

○議長（大石哲雄） 

  いやいや、食育…… 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時１０分 

───────────── 

再開 午前１０時１１分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  ただいまの吉本君の質問は議長の権限によって打ち消すことにいたしました。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  １２番、木本君。 

○１２番（木本眞次） 

  １３ページですけれども、農林水産業費の中で、節で１３なんですけれども、下側、

１３の農業用ポンプ改修設計委託料、これ、どこのとこ委託、委託て、委託先はかまん

ねけども、ポンプを据えようと考えていますか。場所。もしわかっていたら。 

○議長（大石哲雄） 

  産業建設課企画員、三浦君。 

○産業建設課企画員（三浦 誠） 

  １２番、木本議員さんのご質問にお答えします。 

  この農業用水のポンプにつきましては、三宝寺の揚水機になります。今現在、岩田川
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の岩田橋の下川の下流約３００メーターぐらいに、右側のところにあるポンプの施設に、

そのポンプをやりかえる関係の予算を上げてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  岩田公園の中やな。 

○産業建設課企画員（三浦 誠） 

  そうです。 

○議長（大石哲雄） 

  岩田公園の中に。 

  よろしいですか。 

○１２番（木本眞次） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  １０番、九鬼君。 

○１０番（九鬼裕見子） 

  １５ページの保健体育費の委託料、節１３のところの委託料、体育施設指定管理委託

料はどこの施設の管理料になりますか。 

○議長（大石哲雄） 

  教育委員会生涯学習課長、上堀君。 

○教育委員会生涯学習課長（上堀公嗣） 

  １０番、九鬼議員のご質問にお答えします。 

  体育施設指定管理委託料、こちらは上富田スポーツセンターの分になります。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  九鬼君、いいですか。 

○１０番（九鬼裕見子） 

  もういいわ。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 
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  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ６番、吉本君。 

○６番（吉本和広） 

  食育交流センターについて、広報やパブリックコメントで町民に説明して意見を十分

聞いていない状況です…… 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時１６分 

───────────── 

再開 午前１０時１７分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

○６番（吉本和広） 

  議案第５４号、平成３０年度上富田町一般会計補正予算に反対します。反対する立場

で発言します。 

  食育センターについて、広報やパブリックコメントで町民に説明して意見を聞いてい

ない状況です。住民から不満が出ることが予想されます。この事業を成功する立場で、

この計画は一度立ちどまって住民に意見を聞いて、住民の立場で住民合意を得るべきで

す。そうなっていないため、反対せざるを得ません。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 
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  これより議案第５４号、平成３０年度上富田町一般会計補正予算（第１号）の件を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１１ 議案第５５号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第１１ 議案第５５号、上富田町教育委員会教育長の任命についての件を

議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  本件については、地方自治法第１１７条の規定により、教育長梅本君の退席を求めま

す。 

（教育長梅本昭二三君 退席） 

○議長（大石哲雄） 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  議案第５５号、上富田町教育委員会教育長の任命について。 

  下記の者を、上富田町教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  記。 

  住所、田辺市南新万２４番２９号。 

  氏名、梅本昭二三。 

  生年月日、昭和２３年８月１３日。 

  平成３０年６月１５日提出、上富田町長奥田誠。 

  任命の理由を説明させていただきます。 

  梅本昭二三氏につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴

う新教育長として２期目を務められていますが、本年８月３１日をもって任期満了とな
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ります。 

  梅本昭二三氏は、教育行政に精通していることから、引き続き、教育委員会教育長と

して上富田町の教育行政を担っていただきたいと思います。任期は平成３０年９月１日

から平成３３年８月３１日までとなりますので、議会の皆様の同意をよろしくお願いを

申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  本件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  討論を省略します。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第５５号、上富田町教育委員会教育長の任命につ

いて同意を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、教育長の任命について同意を求める件は、これに同意することに決しました。 

  暫時休憩をします。 

───────────── 

休憩 午前１０時２２分 

───────────── 

再開 午前１０時２３分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 
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  梅本教育長さんに申し上げます。 

  ただいま教育長の任命についての同意を求める件は同意されましたので、告知をいた

します。今後も、引き続き、町政並びに教育行政発展のためにご尽力を賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

  梅本教育長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  教育長、梅本君。 

○教育長（梅本昭二三） 

  おはようございます。 

  貴重なお時間をいただきまして、お礼申し上げます。 

  私は教育長を７年間務めさせていただき、８月３１日に任期を満了となります。２期

７年間では、議員皆様方のご支援、ご鞭撻のもと、紆余曲折ながら教育行政を預かり、

遂行することができましたことをお礼申し上げます。ありがとうございました。 

  本日、第２回町議会定例会におきまして、奥田町長より教育長として推挙され、町議

会の皆様にご同意いただき、教育長として任命されることになり、その重責を拝命する

ことになりました。平成２７年４月より新教育長としての職責の重大さを受けとめ、務

めさせていただきました。この間、町長初め、議員皆様方のご支援、ご鞭撻をいただき、

また役場職員、教育委員会職員の支えをいただき、今日があることに感謝とお礼を申し

上げます。 

  本年４月より学校給食を実施していただき、児童・生徒はおいしいと言ってほおばり、

友達と楽しく食べています。また、当番で給食準備を共同で行う楽しさも味わっている

ように感じています。 

  本年度設置しましたコミュニティスクール、学校運営協議会がより地域に根差した地

域の学校として、学校、家庭、地域それぞれが役割を担い、機能できるよう期待してお

ります。そして、子供たちの健全育成が図られるよう取り組みたいと考えています。 

  また、国、県の教育方針等を参酌しながら、次期学習指導要領の条件整備や生涯学習

に基づく上富田町の教育目標、学校教育の指導方針から児童・生徒に豊かな人格形成が

できる育ちを、また町民皆様の生涯学習へのニーズに対応できる学習機会、公民館活動、

各種事業への取り組み等、教育委員会職員とともに教育活動の充実を目指したいと思っ

ております。 

  今後とも、本町の教育が充実、発展できるよう微力を積み上げる所存でありますが、

議員皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、また奥田町長を初め、町職員皆様方の

支えをいただきながら職務遂行に邁進したいと考えております。 

  浅学非才ではございますが、今までの教育活動を継承し、発展させながら教育委員会
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職員とともに地道に努めてまいりたいと考えています。 

  今後とも、皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、簡単粗辞ではご

ざいますが挨拶といたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１２ 議案第５６号～日程第１４ 議案第５８号 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第１２ 議案第５６号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任についての

件から日程第１４ 議案第５８号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任についての３

件を一括議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  議案第５６号から議案第５８号までを説明させていただきます。 

  議案第５６号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について。 

  下記の者を、上富田町朝来財産区管理会委員に選任したいから上富田町朝来財産区管

理会条例第３条の規定により議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、栗田芳也。 

  住所、上富田町朝来３８５２番地の１２。 

  生年月日、昭和３３年１０月８日。 

  平成３０年６月１５日提出、上富田町長奥田誠。 

  議案第５６号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任につきましては、岩本正氏より

一身上の都合により辞任の申し出があり、栗田芳也氏を上富田町朝来財産区管理会委員

に選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。 

  栗田芳也氏は、地域での信望が厚く、最適の人材を認めているところであります。つ

きましては、選任同意をいただけるようにお願い申し上げます。 

  議案第５７号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について。 

  下記の者を、上富田町朝来財産区管理会委員に選任したいから上富田町朝来財産区管

理会条例第３条の規定により議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、脇田英男。 

  住所、上富田町朝来３２６番地の３７７。 

  生年月日、昭和２９年１２月１１日。 
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  平成３０年６月１５日提出、上富田町長奥田誠。 

  議案第５７号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任につきましては、古家優司氏よ

り一身上の都合により辞任の申し出があり、脇田英男氏を上富田町朝来財産区管理会委

員に選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。 

  脇田英男氏は、地域での信望が厚く、最適の人材と認めているところであります。つ

きましては、選任同意をいただけるようにお願い申し上げます。 

  議案第５８号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について。 

  下記の者を、上富田町朝来財産区管理会委員に選任したいから上富田町朝来財産区管

理会条例第３条の規定により議会の同意を求める。 

  記。 

  氏名、菅根伸吾。 

  住所、上富田町朝来５０３番地の内１号。 

  生年月日、昭和３２年１２月１２日。 

  平成３０年６月１５日提出、上富田町長奥田誠。 

  議案第５８号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任につきましては、柏山文人氏よ

り一身上の都合により辞任の申し出があり、菅根伸吾氏を上富田町朝来財産区管理会委

員に選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。 

  菅根伸吾氏は、地域での信望が厚く、最適の人材と認めているところであります。上

富田町朝来財産区管理会委員の任期につきましては４年間となります。 

  以上、選任同意をいただけるようにお願いを申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  説明が終わりました。 

  ３件に対する質疑を一括して行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  討論を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  討論を省略します。 

  お諮りします。 
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  ただいま議題となっております議案第５６号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任

について同意を求める件は、これを同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに決しました。 

  お諮りします。 

  次に、議案第５７号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件

は、これに同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに決しました。 

  お諮りします。 

  次に、議案第５８号、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件

は、これを同意することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、上富田町朝来財産区管理会委員の選任について同意を求める件は、これに同

意することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１５ 決議第１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１５、決議第１号、２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議の件を議題とい

たします。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○事務局長（森岡真輝） 

  朗読します。 

  決議第１号 
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  平成３０年６月１５日 

  上富田町議会議長 大石哲雄殿 

  提出者 総務教育常任委員会委員長、木本眞次 

  ２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議 

  上記の決議を別紙のとおり、地方自治法第１０９条の２及び上富田町議会会議規則第

１４条第３項の規定により提出します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  提案理由の説明を求めます。 

  １２番、木本君。 

○１２番（木本眞次） 

  ２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議案を朗読をもちまして説明にかえさせてい

ただきます。 

  ２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議案 

  ２０２５年に「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする国際博覧会を大阪・

関西が一体となって開催することは、新たな産業のイノベーションや観光振興が期待さ

れるなど、大きな経済効果をもたらすとともに、全世界に向けて圏域の存在感を示す絶

好の機会となり、極めて大きな意義がある。 

  また、このような国際博覧会の開催は、圏域全体のみならず、和歌山県における産業

振興や観光文化交流等を促進するとともに、県内各地域の振興にも寄与することが期待

できる。 

  本町においても一昨年、世界遺産に登録された「八上王子跡」「稲葉根王子跡」を、

国内外の多くの皆さんに訪れていただけるまたとない機会である。 

  よって、上富田町議会は、大阪・関西における国際博覧会の開催を支持するとともに、

誘致実現に向けた国内機運の醸成など、２０２５日本万国博覧会誘致委員会の招致活動

を支援し協力する。 

  以上、決議する。 

  平成３０年６月１５日 

  上富田町議会 

  どうかよろしくお願いします。 

  これも委員会の中でいろいろと議論をしました。そういう議論の中で多数決をした結

果、委員会として出してはどうかということで結論に達しましたので、委員会として出

させていただきました。 
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  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  本案について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論を許します。 

  １０番、九鬼君。 

○１０番（九鬼裕見子） 

  ２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議案に対する反対討論をします。 

  大阪、関西における国際博覧会の開催を支持、誘致活動を支援、協力する決議案です。

２０２５年に大阪誘致を目指す国際博覧会万博は、万博を隠れみのにしたカジノ誘致で

もあり、カジノを中心としたＩＲ総合型リゾートと一体の計画になっています。 

  カジノは、刑法が禁じる賭博で、他人の不幸の上に成り立つビジネスです。また、何

より、会場予定地である人工島の夢洲は地盤が脆弱で、巨大地震が起きれば液状化や津

波に飲み込まれるおそれがあります。そして、会場建設費や運営費、鉄道整備費、その

他の関連事業費などに巨額の財政負担を費やすことになります。 

  上富田町からの決議は、多くの皆さんに訪れていただく、またとない機会であるとし

ていますが、さきに述べた問題点から、万博の大阪、関西誘致を支持、支援、協力する

決議案に反対します。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 
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  これより決議第１号、２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１６ 議員派遣の件について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１６、議員派遣の件についてを議題といたします。 

  お諮りします。 

  議員派遣の件については、会議規則第１２１条の規定により、別紙配付のとおり議員

を派遣したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案については派遣することに決しました。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時４１分 

───────────── 

再開 午前１０時４２分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１７ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 

○議長（大石哲雄） 

  次に、日程第１７ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について

の件を議題といたします。 

  申し出書を事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 
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○事務局長（森岡真輝） 

  朗読いたします。 

  各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定

により、閉会中の継続調査を要する調査事項についての申し出があります。 

  内容につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

  総務教育常任委員会木本眞次委員長より２８項目、産業民生常任委員会山本明生委員

長より２５項目、議会広報特別委員会樫木正行委員長より１項目、議会運営委員会木本

眞次委員長より３項目、以上となっております。 

  また、２としまして、目的については、所管事務調査。 

  ３．方法及び期間は、委員会審査、期間は次期定例会までです。 

  なお、会議規則第６５条の規定による委員会招集通知書及び第７４条の規定による派

遣承認要求書は、後日提出いたします。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま朗読いたしましたとおり、各委員会から閉会中の継続審査並びに所管事務調

査の申し出がありました。 

  各委員長からの申し出のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、総務教育常任委員会、産業民生常任委員会、議会広報特別委員会、議会運営

委員会の各委員長からの申し出のとおり、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継

続審査並びに所管事務調査を行うことに決しました。 

  以上をもって本定例会の会議に付議された事件の議事は全て終了いたしました。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  平成３０年第２回上富田町議会定例会を閉会するに当たりまして、お礼のご挨拶を申

し上げます。 

  本定例会に上程しました報告議案につきまして、慎重審議をしていただき、全てを承

認していただきまして、まことにありがとうございます。 

  次に、教育長の任命同意をいただき、ありがとうございました。引き続き、教育長と

して、梅本昭二三氏が平成３０年９月１日から平成３３年８月３１日まで３年間就任し
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ていただきます。先ほど、本人からも挨拶がありましたように、今後も教育行政発展の

ために最大の努力をしていただけると理解をしていますので、今後とも皆様方のご指導、

ご鞭撻をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

  次に、本定例会で平成３０年度一般会計補正予算（第１号）を可決いただきましたの

で、岩田公民館建設工事に伴う工事請負契約等の関係で議長さんに相談をさせていただ

いて、後日日程調整をさせていただきますので、臨時会の開会をお願いをいたします。 

  次に、産業民生常任委員会では説明をしていますが、株式会社ＮＴＮ紀南製作所より

町制施行６０周年記念事業の関係で独立電源型ハイブリッド街路灯を寄附したいと申し

出があり、受け入れることとしました。設置場所は彦五郎公園の歌碑の近くを予定して

おり、昼間は太陽光と風力で発電、夜は風力で発電してＬＥＤ照明の街路灯であります。

また、蓄電式のため、１００ボルトの電源やＵＳＢアダプター電源を配給することも可

能であり、防災防犯に役立つと考えております。 

  次に、紀陽銀行さんでは、企業ＣＳＲ私募債を活用して地域に貢献する企業さんと地

域貢献に取り組んでくれています。このたび、田辺米穀株式会社さんより紀陽銀行のＣ

ＳＲ私募債発行手数料の一部を拠出し、町内小・中学校に２０万円分の図書カードの寄

贈をいただきましたことを報告いたします。 

  次に、朝日放送テレビが主催になりますが、当町の山桃会のメンバーが手を挙げ、番

組の「おはよう朝日です」で３９周年企画「あなたの町を盛り上げ隊上富田編」が開催

されます。６月２０日水曜日と２７日水曜日の２日、おはよう朝日での番組の午前７時

３０分ごろから５０分ごろの間で９分間山桃会やここ上富田町の紹介が放送されます。 

  山桃シロップをさまざまな方々に振る舞おうという企画で、日にちは７月１日と決ま

っておりますが、日時や場所などは、先ほどの２日間のテレビ放送の中で放映されると

聞いておりますので、また議員の皆さんも７月１日にご参加をいただければ幸いでござ

います。 

  次に、３月定例会までには、７月１日付で平成３０年度の第２次人事異動を行います。

また、さまざまな行事が予定されておりまして、６月２５日から６月３０日まで上富田

町スポーツセンターでサッカーＪ１のヴィッセル神戸が和歌山トレーニングキャンプを

行います。６月３０日には、このヴィッセル神戸と和歌山県のチームであるアルテリー

ボォ和歌山、関西リーグ１部との練習試合があります。 

  また、同じ３０日には、野球場におきまして和歌山県のチームである和歌山ファイテ

ィングバーズと読売ジャイアンツの３軍との交流戦もございますので、当日は観客でい

っぱいになると思いますが、議員の皆さんも観戦をしていただければ幸いと思っており

ます。 
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  それから、７月１０日から２０日までは大賀ハスまつり、７月２１日には町内会長会

議と第９回かみとん市が行われます。７月２７日から８月４日までは福島県の子供たち

との交流事業である第８回目の出会いふれあい体験教室、７月２９日は県消防学校で和

歌山県消防ポンプ操法大会があり、上富田町の消防団が出場をします。 

  ８月１６日から２５日までは中学生のタミンミンカレッジへの派遣であります。これ

につきましては、私が団長として同行しますので、１０日間は不在となりますのでよろ

しくお願いを申し上げます。 

  ８月２５日には第２６回富田川友遊フェスティバルなどの行事が多々あります。この

ような事業におきましても、ご参加、ご協力をいただきますようお願いを申し上げまし

て、平成３０年第２回上富田町議会定例会を閉会するに当たりましてのお礼の挨拶とさ

せていただきます。 

  どうも本当にありがとうございました。 

─────────────────────────────────────────── 

△閉  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本定例会は、会議規則第７条の規定により、本日をもちまして閉会いたしたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  これにて平成３０年第２回上富田町議会定例会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時５１分 
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